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水先人の人材確保・育成等に関する検討会 委員名簿 
 

（注）「◎」は座長、「○」は座長代理   

氏名下線は、前回検討会から交代された者                                             

 
 

五十嵐隆俊 日本水先人会連合会理事 

池谷 義之 全日本海員組合国際局長 

今津 隼馬 東京海洋大学名誉教授 

遠藤 英明 （一社）日本船主協会港湾委員会委員 

◎ 落合 誠一 東京大学名誉教授 

恩田 裕治  日本水先人会連合会水先業務研究委員会委員長 

上迫田 晃 日本内航海運組合総連合会環境安全対策委員会委員 
黒田 富治 日本水先人会連合会副会長（東京湾水先区水先人会会長） 

佐々木幸男 （公社）日本海難防止協会専務理事 

篠原 康弘 （一社）日本船主協会理事長 

末岡 民行  海技大学校水先教育センター長 

髙尾 幸徳 日本水先人会連合会会長 

谷本 光央 （一社）日本船主協会港湾委員会委員 

中村 紳也 （一社）日本船長協会会長 

橋本 孝亮 日本水先人会連合会副会長（内海水先区水先人会会長） 

○ 羽原 敬二 神戸大学大学院リサーチフェロー 

樋口 久也 （一社）日本船主協会港湾委員会委員 

村瀬 千里  外国船舶協会専務理事 

（五十音順、敬称略） 

 

 

【国土交通省】 

新垣 慶太  海事局長 

足立 基成 大臣官房審議官（海事） 

西畑 知明  海事局海技課長 

冨永 敏明 海事局総務課次席海技試験官 

鈴木 伸也  海事局海技課課長補佐 

服部 牧人 海事局海技課水先業務調整官 

宮田  亮 港湾局計画課港湾計画審査官 （オブザーバー） 

長福 知宏 海上保安庁交通部航行安全課長（オブザーバー） 

 

【（一財）海技振興センター】 

西村 典明 理事長 

柳原 拓治 常務理事 

大平 徹是 常務理事 

鈴木 英実 技術・研究部長 

 

資料１ 
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資料２－１ 

 

 

 

 

 

 

 

不適切運航・品位欠如の事例等 
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不適切運航の事例（令和７年度）
令和７年１１月２０日現在

No. 発生年月日 水先区 事例の概要 水先人会の措置
再教育訓練または業務制
限の措置を講じた場合の
業務復帰プロセス

1 令和7年6月10日 東京湾
【経路不適切】
浦賀水道航路を南航時、変針のタイミングを逸し航路から逸脱した。

厳重注意
（会員に注意喚起）

－

2 令和7年6月14日 伊勢三河湾

【異常接近】
航行中、灯浮標を探すことに気を取られ船位の確認が不十分となっ
たため、同灯浮標に接近する態勢となった。しかし、同灯浮標を視認
した後も避けることが可能と判断し、回避動作を取ることなくそのまま
航行を続け、同灯浮標に異常接近した。

厳重注意
（会員に注意喚起）

－

3 令和7年6月28日 東京湾
【経路不適切】
離岸後、所定の航路を航行せずに出港した。

厳重注意
（会員に注意喚起）

－

4 令和7年8月26日 伊勢三河湾

【異常接近】
航路に向首するため針路を指示したが、舵角を指示しなかったため、
十分な回頭角速度をとることができず、回頭が緩慢となり、航路入口
付近で大角度変針となった。
また、航路内に向首した際、周囲の状況の確認が不十分であったた
め、同航船と接近した。

注意
（会員に注意喚起）

－

5 令和7年10月19日 関門
【異常接近】
航路入航時、出航船（内航）に気を取られ、西流への対応が遅れ、灯
浮標に接近した。

注意
（会員に注意喚起）

－

「水先人会の措置」の表記については、次のとおり整理している。

措置の種類（レベル）：①「業務制限」、②「再教育訓練」、③「厳重注意」、④「注意」

（①が最も厳しいレベル、③は文書で本人に通知、④は口頭で本人に通知）
5



品位欠如の事例（令和７年度）
令和７年１１月２０日現在

No. 発生年月日 水先区 事例の概要 水先人会の措置
再教育訓練または業務制
限の措置を講じた場合の
業務復帰プロセス

事例なし

「水先人会の措置」の表記については、次のとおり整理している。

措置の種類（レベル）：①「業務制限」、②「再教育訓練」、③「厳重注意」、④「注意」

（①が最も厳しいレベル、③は文書で本人に通知、④は口頭で本人に通知）
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不適切運航、品位欠如及び海難事故の統計資料
不適切運航 令和７年１１月

合計 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

異常接近 74 11 8 14 12 9 8 4 5 3
－東京湾 30 5 2 9 4 5 3 1 1
－伊勢三河湾 18 1 3 2 1 4 3 2 2
－大阪湾 11 3 1 2 2 1 2
－内海 9 1 2 2 3 1
－関門 4 1 2 1
－その他 2 舞鶴1 清水1

速力過大 11 3 2 5 1
－東京湾 6 2 3 1
－伊勢三河湾 2 1 1
－大阪湾
－内海 3 1 2
－関門

着岸位置等不適切 7 3 3 1
－東京湾 2 1 1
－伊勢三河湾 2 1 1
－大阪湾
－内海 3 2 1
－関門

経路不適切 19 4 4 4 2 2 1 2
－東京湾 10 1 1 2 1 2 1 2
－伊勢三河湾 6 2 2 1 1
－大阪湾
－内海 1 1
－関門 2 1 1

係留方法不適切 2 1 1
－東京湾 1 1
－伊勢三河湾
－大阪湾
－内海 1 1
－関門

その他 3 3
－東京湾 1 1
－伊勢三河湾 2 2

合計 116 14 11 21 22 16 10 7 10 5
－東京湾 50 7 3 10 9 8 4 4 3 2
－伊勢三河湾 30 2 3 3 4 3 5 3 5 2
－大阪湾 11 3 1 2 2 1 2
－内海 17 1 4 4 6 2
－関門 6 1 3 1 1
－その他 2 舞鶴1 清水1

注　令和７年度は同年１１月２０日現在 7



品位欠如 令和７年１１月

合計 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

不適切態度 8 1 2 2 1 1 1

－東京湾 5 2 1 1 1
－伊勢三河湾 2 2
－大阪湾
－内海 1 1
－関門

応招時刻遅延 9 1 1 1 4 2

－東京湾
－伊勢三河湾 6 1 1 4
－大阪湾
－内海 2 2
－関門 1 1

コミュニケーション不足 6 1 1 1 1 2

－東京湾 1 1
－伊勢三河湾
－大阪湾 3 1 1 1
－内海 2 1 1
－関門

水先艇乗船遅延 1 1

－東京湾
－伊勢三河湾 1 1
－大阪湾
－内海
－関門

その他 1 1
－東京湾 1 1

合計 25 3 3 4 6 1 3 1 4

－東京湾 7 2 1 1 3
－伊勢三河湾 9 2 3 4
－大阪湾 3 1 1 1
－内海 5 1 1 1 2
－関門 1 1

注　令和７年度は同年１１月２０日現在
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海難事故 令和７年１１月

合計 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

衝突 22 4 5 2 3 1 2 3 2

単独衝突 42 11 6 3 5 1 2 6 6 2

施設等損傷 17 4 4 2 2 3 2

乗揚げ・船底接触 8 1 4 1 1 1

合計 89 16 14 12 8 7 5 11 10 6

注　令和７年度は同年１１月２０日現在

業務隻数（国交省確定値） ー 163,693 161,094 154,545 138,248 143,607 144,981 145,140 142,150 ー

海難件数／業務隻数 ー 0.010% 0.009% 0.008% 0.006% 0.005% 0.003% 0.008% 0.007% ー

業務隻数／海難件数 ー 10,231 11,507 12,879 17,281 20,515 28,996 13,195 14,215 ー

　約１.0万隻に１件の事故 約1.4万隻に１件の事故
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水先人派遣支援の状況  
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 水先人派遣支援（中小規模水先区の業務維持）の状況

 

 令和８年１月１日

 

水先人の後継者確保が困難な水先人会の業務実施体制を確保するため、全国

の水先人会及び水先人各位の理解と協力を得て、近隣水先区及び大規模水先区

 からの派遣支援（支援体制の整備）を行っている。

 現在の派遣支援の状況及び今後の複数免許取得計画は次のとおり。

 

 １．水先人派遣支援の状況（別紙参照）

 ・複数免許取得者の累計数　　：１１６人（廃業者等を含む）

・現在の派遣支援への協力者数：　６１人（昨年１２月末時点の水先人数は

 ５７１人）

 ・支援体制整備済みの水先区　：　２９水先区

 

 ２．令和８年度前期の複数免許取得計画（予定）

令和４年度において、感染症の流行など非常時においても水先業務の実施に

支障が生じることがないよう中小規模水先区（２９区）のすべてに複数免許取

得による派遣支援体制を整備したが、令和８年度（前期）においても、次のと

 おり支援体制を拡充する予定である。

 　　支援先　　　　　　　　　　　　　

 ・小名浜  水先区の複数免許　    　

 ・鹿島　　　　〃　　　　　    　

 ・七尾      　〃　　　　　

 ３区　
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 別紙
 水先人派遣支援体制の状況

 令和８年１月１日
  地区/水先人会 近隣水先区の相互支援 大規模区等からの派遣支援

（スポット） （スポット/滞在支援）
   ①北海道 苫小牧（１） 室蘭（１） 東京湾（１）→ 釧路　⇔ 

  　釧路、苫小牧、室蘭、 苫小牧（１）→ 留萌
 　函館、小樽、留萌 苫小牧（１）→ 函館
 室蘭（１）→ 函館
 室蘭（１）→ 小樽 
 小樽（２）→ 留萌
 小樽（２）→ 釧路 

小樽（１）→ 函館
   ②東北 八戸（２）  釜石（１） 東京湾（１）→ 八戸⇔

   　八戸、釜石、仙台湾、 仙台湾（１）  釜石（１） 東京湾（１）→ 小名浜⇔
  　小名浜、鹿島 小名浜（２）→ 釜石 東京湾（１）→ 仙台湾

鹿島（１）→ 釜石 東京湾（１）※→ 鹿島
   ③日本海 酒田（１）  秋田船川（１） 大阪湾（１）→ 新潟⇔

   　秋田船川、酒田、 新潟（２）→ 酒田 伊勢三河湾（１）→ 伏木
   　新潟、伏木、七尾 伏木（１）  七尾（１）　 大阪湾（１）→ 舞鶴、 ⇔

 　舞鶴、境 内海（１）→ 舞鶴
 大阪湾（１）→ 境

内海（１）→ 境
   ④東海近畿 清水（２）→ 田子の浦　 伊勢三河湾（１）→ 清水

     田子の浦、清水、 和歌山下津（３）→ 小松島 伊勢三河湾（１）→ 田子の浦
   　和歌山下津、小松島 内海（１）→ 和歌山下津

内海（１）→ 小松島
   ⑤九州 佐世保（１）→ 長崎 東京湾（１）→ 博多

   　博多、佐世保、長崎、 細島（１）→ 長崎 東京湾（１）→ 佐世保
   　島原海湾、細島、 那覇（１）→ 長崎 内海（１）→ 佐世保

  　鹿児島、那覇 細島（１）→ 島原海湾 伊勢三河湾（１）※→ 長崎
  博多（１）→ 鹿児島 伊勢三河湾（１）→ 長崎
  細島（１）→ 鹿児島 内海（１）→ 長崎

  東京湾（１）※→ 島原海湾
 内海（１）→ 細島

内海（２）→ 那覇
　（　）：支援水先人の人数、　※：滞在型支援
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二級及び三級水先人の養成定員の見直し 
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●R2年度～R6年度に一級水先人免許を取得した外航９社出身者のうち、約89％が55歳～59歳の間に取得しており、54歳まで及び60
歳以上の年齢の割合が少ないため、 55歳～59歳の間に全員が免許を取得すると仮定し、割合を再計算(89％→100％)。

二級水先人及び三級水先人の養成定員の見直し（養成計画の改訂に向けて）

１．廃業予定者の見通し
（単位：人）

Ｒ７年度～Ｒ１８年度の廃業予定者数は３０６人（年平均２５．５人）。水先人の年齢構成からみて、令和８年度以降は廃
業者が減少すると想定される。

※ R２年度～R６年度の年齢別残存率の平均（国交省算出）に、R７年度当初の一級年齢別人数を当てはめ算出。R７年度以降、74歳の水先人は０と想定

現在の養成定員（二級：２人、三級：２人+α（※） ）について、３年が経過したところであり、第四次とりまとめに基づき、
見直しを実施。

（１） 外航９社（※）からの一級水先人の供給可能数の見通し

①退職時の年齢と割合

・免許取得前年に退職
・89％⇒100％

●外航９社の退職年齢は把握できないため、水先人免許取得年齢と同じ割合で、免許取得前年に退職すると仮定する。

２．一級水先人の供給数の見通し

外航９社からの一級免許取得年齢別人数とその割合

全体の
89％

上記割合で54歳～58歳
に全員が退職すると仮定

●上記２点により、外航９社の船長等は54歳～58歳の間に全員が退職すると仮定する。

※外航９社：第20回検討会時の調査対象の船社

注 上記表中の割合については、四捨五入の関係で各項目の単純合計が100にならない。

R3年度
に60歳
R4年度
に60歳
R5年度
に60歳
R6年度
に60歳
R7年度
に60歳

計 割合

～54歳 1 0 1 1 2 5 10%

55歳 3 0 0 1 0 4 8%

56歳 6 3 1 1 1 12 23%

57歳 2 3 6 1 4 16 31%

58歳 0 5 3 2 1 11 21%

59歳 3 0 0 0 0 3 6%

60歳 1 0 0 0 0 1 2%

計 16 11 11 6 8 52 100%

54歳 9%

55歳 26%

56歳 35%

57歳 24%

58歳 7%

計 100%

退職時の年齢・割合

計R18R17R16R15R14R13R12R11R10R９R８R７年 度

306202322193025222025292942一級廃業者数(予測)

※ α は３人以下の範囲内で、毎年、一級水先人の応募状況を確認し決定
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※ 上表の船長等年齢構成は、(一社)日本船主協会の協力により得られたデータ
※ 上表はＲ７.４.１現在の外航９社に在職する船長等で、年齢ごとに区分している。
※ ５９歳以上の船長、４６歳以上の一航士、４１歳以上の二・三航士は、一級供給源と見込めないため未反映(白地部分)

（２） 外航９社以外の一級供給可能数の見通し
① 直近５年間の９社以外の外航船社の出身者は計１５人であり、今後も毎年、３人程度が供給可能と仮定する。
② 直近５年間の内航及び官公庁出身者は計３７人であり、今後も毎年、７人程度が供給可能と仮定する。

② ①の退職者の年齢割合を以下の外航９社の船長等年齢別人数に当てはめて、各年の退職者数を算出。
（算出方法は次頁の表を参照）

③ 過去５年間に外航９社を退職した船長のうち、
一級水先人に参入する者（※）の割合は、右表
のとおり直近５年度間の実績から、７５人(B)/９
５人(A)の７９％程度と見込む。

【外航９社の年齢構成】

※ 退職した年度の翌年度に免許を取得すると仮定

７９％

外航９社出身の水先人免許取得者数外航９社の船長退職者数年度
13人R1

15人22人R2
10人19人R3
15人16人R4
14人25人R5
21人R6
75人（B)95人（A)合計

（３） 一級水先人の供給数の見通し
一級水先人の供給可能数は次頁のとおりであるが、廃業者数及び水先隻数が減少傾向にあり、また、供給

源として二級及び三級も存在するところ、毎年、廃業者数を上回る数の一級水先人を就業させることは想定し
難いことや、外航９社退職者の就業率が短期間で大きく変化しており、今後も変化が予測されることから、より
現実的な数値として、Ｒ９年度以降（※）の一級供給数については廃業者数と同数と仮定する。

61～6059585756555453525150494847464544434241年齢

20692028312328203116262215212020191317船長

10022512312032146731420一航士

000000010001000000001二航士

000000000000000000000三航士

00692028312328203116262215212627222737計

※ Ｒ７年度の就業者数は水先修業生数、Ｒ８年度は募集人数を供給数と仮定
15



年齢 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

船長 17 13 19 20 20 21 15 22 26 16 31 20 28 23 31 28 20 9
一航士 20 14 3 7 6 4 1 2 3 0 2 1 3 2 1 5 2 2
二航士 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
三航士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 37 27 22 27 26 21 15 22 26 16 31 20 28 23 31 28 20 9

退職前の人数(推測)→ 34 43 66 138

9% 26% 35% 24% 7%

R7年度の退職者数→ 2 8 15 16 9

9% 26% 35% 24% 7%

R8年度の退職者数→ 2 6 11 10 4

9% 26% 35% 24% 7%

2 7 8 7 3

9% 26% 35% 24% 7%

3 5 10 5 2

9% 26% 35% 24% 7%

1 8 7 7 1

9% 26% 35% 24% 7%

2 4 11 5 2

9% 26% 35% 24% 7%

2 7 6 7 1

9% 26% 35% 24% 7%

1 6 9 4 2

9% 26% 35% 24% 7%

2 4 8 6 1

9% 26% 35% 24% 7%

2 5 5 5 2

9% 26% 35% 24% 7%

2 7 7 4 1

9% 26% 35% 24% 7%

2 7 9 5 1
20

35

30

28

28

27

27

26

25

24

29

25

20

22

25

30

19

22

2315 2519

2722 17

18 14

25R18

R17

R15

R16

25

2621 16

19 15

R14

R13

28

R12

23 18R11

22

R9

R10

48

31

26

22

R8

R7

一級水先人見込み

退職者数
(1)②

一級
水先人数
(79%)
(1)③

9社以外
(2)①

内航・官庁
(2)② 合計

35

38

3 7

48

25

20 30

18 28

27

27

24

17

17

21

（単位：人）

今後の一級水先人供給可能数の見通し

（１）（外航９社のからの一級水先人への就業率７９％）及び（２）を踏まえ、Ｒ９年度からＲ１８年度まで、一級水先人
の供給数可能数を以下表のとおり見込む（シナリオ１）

※ 各年度の退職者は、翌年度に就業するものと仮定（例えばＲ８年度の退職者は、Ｒ９年度の就業者となる。）。
注 上記の表中の数値については、四捨五入の関係で各項目の数値の単純計算と合致しない場合あり。

（※）
一級廃業者
数（予測）

一級供給可能
数（予測）
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年齢 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

船長 17 13 19 20 20 21 15 22 26 16 31 20 28 23 31 28 20 9
一航士 20 14 3 7 6 4 1 2 3 0 2 1 3 2 1 5 2 2
二航士 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
三航士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 37 27 22 27 26 21 15 22 26 16 31 20 28 23 31 28 20 9

退職前の人数(推測)→ 34 43 66 138

9% 26% 35% 24% 7%

R7年度の退職者数→ 2 8 15 16 9

9% 26% 35% 24% 7%

R8年度の退職者数→ 2 6 11 10 4

9% 26% 35% 24% 7%

2 7 8 7 3

9% 26% 35% 24% 7%

3 5 10 5 2

9% 26% 35% 24% 7%

1 8 7 7 1

9% 26% 35% 24% 7%

2 4 11 5 2

9% 26% 35% 24% 7%

2 7 6 7 1

9% 26% 35% 24% 7%

1 6 9 4 2

9% 26% 35% 24% 7%

2 4 8 6 1

9% 26% 35% 24% 7%

2 5 5 5 2

9% 26% 35% 24% 7%

2 7 7 4 1

9% 26% 35% 24% 7%

2 7 9 5 1

R17

R18

R12

R13

R14

R15

R16

R7

R8

R9

R10

R11

48

31

26

3 7

38

28

25

23

24

23

22

22

21

22

23

22

21

21

19

18

19

22

28

18

15

13

14

13

12

12

11

10

11

13

20

21

23

28

25

23

24

23

22

22

21

20

21

29

25

20

22

25

30

19

22

23

20

一級水先人見込み

合計
退職者数
(1)②

一級
水先人数
(59%)
(1)③

9社以外
(2)①

内航・官庁
(2)②

（単位：人）

※ 各年度の退職者は、翌年度に就業するものと仮定（例えばＲ８年度の退職者は、Ｒ９年度の就業者となる。）。
注 上記の表中の数値については、四捨五入の関係で各項目の数値の単純計算と合致しない場合あり。

（※）
一級廃業者
数（予測）

一級供給可能
数（予測）

外航９社のからの一級水先人への就業率を「第四次とりまとめ」検討時と同等（５９％）とした場合（シナリオ２）
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（２） 二級・三級を募集する場合の試算

① 二級は５人、三級は１０人の場合（計１５人）

→ Ｒ７年度以降年々増加し、Ｒ１６年度末に７００人超となる。

→ Ｒ７年度以降年々増加し、Ｒ１１年度末に６２２人まで増加。以降は廃業者数相当分のみの供給となるため、
増減なし。

３．二級・三級水先人の募集数の見通し

（１） 前記１．の廃業数と、前記２．の一級水先人供給見通しを踏まえ、仮にＲ８年度以降、二級・三級水先人の募集を
行わない場合は、次表のとおりとなる。

注１ 本検討会で議論する募集数は、濃青、濃緑で着色した３年間に参入する見込みの者。なお、三級の就業年度については、一元的に航海士経験者
の場合を想定している。

注２ 既に修業生が存在する年度や募集が実施されている年度については、修業生又は募集者の全員が就業するものとして想定。

R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８
597 599 614 618 620 622 622 622 622 622 622 622
-42 -29 -29 -25 -20 -22 -25 -30 -19 -22 -23 -20

一級 35 36 29 25 20 22 25 30 19 22 23 20
二級 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三級 7 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0

44 44 33 27 22 22 25 30 19 22 23 20
2 15 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2 17 21 23 25 25 25 25 25 25 25 25
599 614 618 620 622 622 622 622 622 622 622 622

増減（年度）
増減累計
水先人数（年度末）

水先人数（年度頭）
廃業者数

就業
（供給）

計

R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８
597 599 614 618 625 632 647 662 677 692 707 722
-42 -29 -29 -25 -20 -22 -25 -30 -19 -22 -23 -20

一級 35 36 29 25 20 22 25 30 19 22 23 20
二級 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
三級 7 6 2 2 2 10 10 10 10 10 10 10

44 44 33 32 27 37 40 45 34 37 38 35
2 15 4 7 7 15 15 15 15 15 15 15
2 17 21 28 35 50 65 80 95 110 125 140
599 614 618 625 632 647 662 677 692 707 722 737

就業
（供給）

計
増減（年度）
増減累計
水先人数（年度末）

年度
水先人数（年度頭）
廃業者数

18



④ 二級は２人、三級は２人の場合（計４人）

③ 二級は２人、三級は５人の場合（計７人）

→ Ｒ７年度以降年々増加し、Ｒ１８年度末に７００人超となる。

② 二級は５人、三級は５人の場合（計１０人）

→ Ｒ７年度以降年々増加し、Ｒ１８年度末に６７５人となる。

→ Ｒ７年度以降年々増加し、Ｒ１８年度末に６５４人となる。

R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８
597 599 614 618 625 632 642 652 662 672 682 692
-42 -29 -29 -25 -20 -22 -25 -30 -19 -22 -23 -20

一級 35 36 29 25 20 22 25 30 19 22 23 20
二級 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
三級 7 6 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5

44 44 33 32 27 32 35 40 29 32 33 30
2 15 4 7 7 10 10 10 10 10 10 10
2 17 21 28 35 45 55 65 75 85 95 105
599 614 618 625 632 642 652 662 672 682 692 702水先人数（年度末）

水先人数（年度頭）
廃業者数

就業
（供給）

計
増減（年度）
増減累計

年度

R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８
597 599 614 618 622 626 633 640 647 654 661 668
-42 -29 -29 -25 -20 -22 -25 -30 -19 -22 -23 -20

一級 35 36 29 25 20 22 25 30 19 22 23 20
二級 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
三級 7 6 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5

44 44 33 29 24 29 32 37 26 29 30 27
2 15 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7
2 17 21 25 29 36 43 50 57 64 71 78
599 614 618 622 626 633 640 647 654 661 668 675

増減（年度）
増減累計
水先人数（年度末）

年度
水先人数（年度頭）
廃業者数

就業
（供給）

計

R７ R８ R９ R１０ R１１ R１２ R１３ R１４ R１５ R１６ R１７ R１８
597 599 614 618 622 626 630 634 638 642 646 650
-42 -29 -29 -25 -20 -22 -25 -30 -19 -22 -23 -20

一級 35 36 29 25 20 22 25 30 19 22 23 20

二級 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

三級 7 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

44 44 33 29 24 26 29 34 23 26 27 24
2 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57
599 614 618 622 626 630 634 638 642 646 650 654

就業
（供給）

計
増減（年度）
増減累計
水先人数（年度末）

年度
水先人数（年度頭）

廃業者数
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二級水先人及び三級水先人の養成定員の見直しの方向性（案）

一級水先人については大量廃業の時期が終了しつつあり、令和７年度から令和１８年度
までの廃業者数は、年平均２５．５人に減少することが見込まれる。

将来予測においては廃業者数を補うに足る供給者数の確保が見込まれるが、これまで
の実績からみると一級水先人の供給は安定しておらず、また、就業年数も二級及び三級
水先人と比べて短いと思われる。
水先人を将来にわたり安定的に確保していくためには、引き続き、二級及び三級水先人
を複数人養成していくことが必要。

現 状 分 析

見直しの方向性

令和８年度から１０年度の３年間における二級及び三級水先人の養成規模については、
現行の養成定員（二級：２人、三級２人＋α（※））を維持することとしてはどうか。
※α は３人以下の範囲内で、毎年、一級水先人の応募状況を確認し決定
その上で、一級水先人の供給が安定していないことを踏まえ、上記期間中において、一
級水先人の応募者数が養成定員を下回り、水先人の確保に支障が生ずる事態が発生し
た場合は、改めて二級及び三級水先人の養成定員の増員を検討することができることと
してはどうか。

令和１１年度以降の養成定員については、令和１０年度までに見直しを検討することとし
てはどうか。
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水先実績（隻数）の状況

全国の水先実績は、過去１０年間で見ると、Ｈ２７年度の約１６万７千隻からＲ２年度まで年々減少。

新型コロナウイルス感染症の影響により、Ｒ２年度は過去３０年来最小の約１３万８千隻となった。

Ｒ３年度以降は１４万隻台を推移している。

五大区の占有率は、過去１０年を通して、全体の約９割を推移している。

R6R5R4R3R2R1H30H29H28H27年度

142,150145,140144,981143,607138,248154,545161,094163,693164,459167,276全国
合計

41,46443,12742,66942,95043,30046,84948,42250,89251,05653,930東京湾

25,52126,33025,96325,10624,04926,74328,52328,28728,65228,894伊勢
三河湾

22,20822,99222,54121,51021,08523,43724,26224,13225,01525,219大阪湾

26,51826,46128,25628,17526,09428,40229,33429,46929,93030,094内 海

8,8889,2718,9819,4109,03510,24610,76010,73710,23210,444関 門

17,55116,95916,57116,45614,68518,86819,79320,17619,57418,695その他

87.7%88.3%88.6%88.5%89.4%87.8%87.7%87.7%88.1%88.8%五大区
占有率

水先実績（隻数）推移

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

東京湾 伊勢三河湾 大阪湾 内 海 関 門 その他

(隻)

(年度)
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一級水先人の人数推移
一級水先人の人数は、過去１０年間で見ると、Ｒ２年度まで年々減少。

Ｒ３年度は微増したものの、Ｒ５年度まで再び減少傾向にあり、Ｒ６年度は人数を維持している。

Ｈ１９年制度改正後の二級・三級免許取得者が一級に進級してくため、Ｒ６年度と同等以上の人数で推移
すると見込まれる。

五大区の占有率はＲ３年度まで年々減少しているが、Ｒ４年度で微増、その後は横ばいとなっている。

一級水先人の人数推移

【備考】 人数は各年度末時点のもの。

200

250

300

350

400

450

500

550

600

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

東京湾 伊勢三河湾 大阪湾 内 海 関 門 その他

(人)

(年度)

R6R5R4R3R2R1H30H29H28H27年度

508508524530527536561568586597全国合計

122118121111118129141145150153東京湾

94939692899095959598伊勢三河
湾

72748280787885909091大阪湾

104109111112114117119122131132内 海

25292628302929313234関 門

918588107989392858889その他

82.1%83.3%83.2%79.8%81.4%82.6%83.6%85.0%85.0%85.1%五大区
占有率
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51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

歳以下 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

93 6 8 11 7 18 25 24 14 19 22 21 28 21 16 37 22 16 11 21 23 19 23 3 508

93 平均年齢

(18.3%) 59.9歳

17 6 4 5 7 11 12 22 20 16 38 26 18 17 25 32 33 36 37 32 44 38 27 13 536

17 平均年齢

(3.2%) 65.0歳

9 2 3 6 2 20 19 15 16 25 31 33 37 39 38 52 55 48 36 33 42 22 28 0 611

9 平均年齢

(1.5%) 64.9歳

50

(5.4%) (17.3%) (32.6%) (35.0%) (8.2%)

H26
年度 33 106 199 214

78

(6.2%) (20.1%) (22.0%) (34.0%) (14.6%)

R1
年度 33 108 118 182

計

R6
年度 50 104 123 93 45

(9.8%) (20.5%) (24.2%) (18.3%) (8.9%)

一級水先人の年齢構成
Ｒ６年度末の一級水先人の平均年齢は約６０歳であり、 Ｒ１年度末から約５歳低下している。

Ｒ６年度末は、Ｒ１年度末と比べ、６７歳以上の割合が大幅に低下する一方、５１歳以下の割合が大幅に増
加している。

二級・三級免許取得者が進級により一級に参入することにより、一級水先人の平均年齢はさらに下がること
が見込まれる。

【備考】 年齢は各年度末時点のもの。

一級水先人の年齢構成（Ｒ６年度末現在）

93

6 8 11
7

18
2524

14
192221

28
21

16

37

22
16

11

2123
19

23

3

0

10
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70

80

90

100

～51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73

(人)

(歳)

24



2 5 5 7
14

3 1 3 2
8 6 7 11 7 3 3 6 6 8 11 7

18
25 24

14
19 22 21

28
21

16

37

22
16

11
21 23 19 23

31 1 2 3 2 2
4 4 1

6

4
3

7
3

4
2 1 2

1 2
5 7 3 3 6 2

4 2 1 1

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

1級（508人） 2級（52人） 3級（37人）

水先人の年齢構成
Ｒ６年度末は、Ｒ１年度末と比べ、年齢層の高い水先人が減少している。

二級・三級からの進級により３０代の一級水先人が登場するなど、一級水先人の年齢構成も若返っている。

水先人の年齢構成（Ｒ６年度末現在）

2 1 2 1 1 3 3 4 6 4 5 7 11 12
22 20 16

38

26
18 17

25
31 34 36 37

32

44
37

28

13

1 3 7 6 7
17

5 1 2 3
10 7 4 10 4 2 1

2 2 3 2 2 1
1

1

2 1 1 1
1 3 2

2

1 4 1

1
1

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

1級（536人） 2級（104人） 3級（21人）

（人）

水先人の年齢構成（Ｒ１年度末現在）

（人）

（歳）

（歳）

平均年齢 56.5歳

平均年齢 59.8歳
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【備考】
１．合計は修業期ごとの人数であり、年度は最初の水先人試験を受験する年度である。
２．年齢は、免許取得年度の年度末時点のもの。

一級新規水先人の参入状況

一級新規取得者は、Ｈ２９年度からＲ３年度にかけて内航、官公庁の出身者の占める割合が大きくなった

が、Ｒ４年度以降は再び外航出身者の割合が増加している。

免許取得時の年齢は、過去１０年を通して、５１歳以上６０歳以下が８割以上を占めている。

直近３年間の免許取得者数（７５人）については、第四次とりまとめ時の想定（８０人）を下回っていた。

【備考】
1.修業期ごとの人数であり、年度は最初の水先人試験を受験する年度である。
2.経歴は、最終職歴から推定。
3.官公庁には、海上保安庁、海上自衛隊のほか、独立行政法人を含む。

経歴別人数

年齢別人数

0

10

20

30

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

経歴別一級新規免許取得者数

外航 内航 官公庁

（人）

（年度）

十八期生十七期生十六期生十五期生十四期生十三期生十二期生十一期生十期生九期生

(R6年度)(R5年度)(R4年度)(R3年度)(R2年度)(R1年度)(H30年度)(H29年度)(H28年度)(H27年度)

25181712181618161822外航

2235885225内航

2334366521官公庁

29232321293029232228合計

十八期生十七期生十六期生十五期生十四期生十三期生十二期生十一期生十期生九期生

(R6年度)(R5年度)(R4年度)(R3年度)(R2年度)(R1年度)(H30年度)(H29年度)(H28年度)(H27年度)

001201210161歳以上

1611101219161819142156̃60歳

91097510625451̃55歳

223042312246̃50歳

200011001045歳以下

29232321293029232228合計

0%

20%

40%

60%

80%

100%

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

一級新規免許取得者の年齢別割合

45歳以下 46～50歳 51～55歳 56～60歳 61歳以上
（年度）

R6R5R4
年度年度年度
292823就業者数

（参考）第四次とりまとめ時における
R４年度～R6年度の免許取得者数予測
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一級水先人の廃業状況

一級水先人の廃業者は、７２歳以上の者が約８割を占めており、７１歳以下の者は１０人程度/年となって
いる（Ｒ２～Ｒ６年度平均）。

直近３年間の廃業者数（１５２人）については、第四次とりまとめ時の想定（１３３人）を上回っていた。

※複数免許者について、一級水先人としての資格がなくなった時点で廃業者にカウントしている。

【備考】
1.年齢は、当該年度の年度末時点のもの。
2.原則定年が72歳であり、以下、５歳ごとの内訳とした。

水先人の年度別・年齢別廃業者数

0

10

20

30

40

50

60

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

51歳以下 52～56歳 57～61歳 62～66歳 67～71歳 72歳以上

（人）

（年度）

直近5年間R6R5R4R3R2R1H30H29H28H27

の平均年度年度年度年度年度年度年度年度年度年度

49.645545344525439393344廃業者数

39.63337453845423031243672歳以上

7.891565410688867～71歳

1.4112030101062～66歳

0.6110102200057～61歳

0000000000052～56歳

0.2100000000051歳以下

10人

R6R5R4
年度年度年度

474145廃業予定者数

（参考）第四次とりまとめ時における
R４年度～R6年度の廃業予定者数予測
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合計
（青枠のみ）

二・三航士一航士船長年齢

3737

0

0

～22

191923

424224

383825

414126

464627

4240228

3631529

3122930

41231831

28131532

3162533

3773034

3562935

36431136

33328237

41038338

312191039

301181140

371201741

270141342

22031943

27072044

26062045

21042146

15011547

22022248

26032649

16101650

31023151

20012052

28032853

23122354

31013155

28052856

20022057

902958

600659

000060

20126１～

1,104 384346414計

年齢
現在の推計
（５歳移動）

～22

？

23

24

25

26

2737

2819

2942

3038

3141

3246

3342

3436

3531

3641

3728

3831

3937

4035

4136

4233

4341

4431

4530

4637

4727

4822

4927

5026

5121

5215

5322

5426

5516

5631

5720

5828

5923

6031

6１～28

1,075 

一級水先人の主な供給源（外航船船長等）の状況
一級水先人の主な供給源である外航船船長等の年齢別人数（推計）は以下のとおり。

新規一級供給年齢（５４～５８歳）ベースで見ると、現在の在籍者数は１１１人とやや少ない。
５年後を推計すると、現在４９～５３歳の在籍者（１２１人）の一部が新規修業生の候補者となることが見込まれる。

【備考】

１．元データは、R７年度に日本
船主協会を通じて外航9社に
実施したアンケート結果。

２．５９歳以上の船長、46歳以
上の一航士及び41歳以上の
二・三航士（青枠以外の船
員）は、一級供給源とは見込
めないため未反映。

現在の
推計
（5歳移動）

新規
就業
平均
年齢

一級水先人供給源の状況（外航９社の外航船船長等）
今回（Ｒ７.４.１時点）の調査結果 Ｒ１２.４.１時点に移動
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修業生の応募状況
一級はＲ４年度、Ｒ６年度に応募者数が募集定員を上回った。

二級は年度により応募倍率の変動が大きい。

三級は定員以上の応募者数が続き、今後も応募倍率の値が増加すると予想される。

これまでの募集活動は、次のとおり。

・通年での海技振興センター等ホームページによる案内掲載
・募集時期における募集案内書の配布
・主に大学生を対象とした業務説明会・水先現場見学会

一級の応募状況の推移

三級の応募状況の推移

二級の応募状況の推移

【備考】
1.一財団法人 海技振興センターの事業報告を基に作成
2.括弧内はいずれも入学年度
3.合格者数は、海技振興センターの実施する水先人養成支援対象者の
選考試験の合格者数

十九期生十八期生十七期生十六期生十五期生十四期生十三期生十二期生十一期生十期生
一級 (R7年度)(R6年度)(R5年度)(R4年度)(R3年度)(R2年度)(R1年度)(H30年

度)
(H29年
度)

(H28年
度)

41393832354341425048募集
定員

38433436303634312525応募
者数

0.931.100.891.130.860.840.830.740.500.52応募
倍率

32332323213033312424合格
者数

十八期生十七期生十六期生十五期生十四期生十三期生十二期生十一期生十期生九期生
三級 (R7年度)(R6年度)(R5年度)(R4年度)(R3年度)(R2年度)(R1年度)(H30年

度)
(H29年
度)

(H28年
度)

2577101010101010募集
定員

12282926171523221516応募
者数

6.005.604.143.711.701.502.302.201.501.60応募
倍率

15777101010710合格
者数

十三期生十二期生十一期生十期生九期生八期生七期生六期生五期生四期生
二級 (R7年度)(R6年度)(R5年度)(R4年度)(R3年度)(R2年度)(R1年度)(H30年

度)
(H29年
度)

(H28年
度)

22275785710募集
定員

3313564513応募
者数

1.501.500.500.431.000.860.501.000.140.30応募
倍率

2212523513合格
者数
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水先人の人数（複数免許を含む免許受有者数）

：強制水域を含む水先区

省令最低員数派遣支援者数平均年齢女性
（令和７年３月３１日現在）

水先区
3級2級1級全体

1264.344釧路

215977苫小牧

1155.344室蘭

1261.844函館

1156.733小樽

135933留萌

1264.455八戸

1765.799釜石

2259.977仙台湾

1264.855秋田船川

1568.177酒田

1156.544小名浜

2162.377鹿島
87155.95916123148東京湾
2162.677新潟

1263.344伏木

1257.844七尾

1464.566田子の浦

2158.266清水
5856.6151094109伊勢三河湾
1359.655舞鶴

2163.766和歌山下津
5155.337107289大阪湾
5854.541413104131内海
1363.655境

1562.766小松島

1355.3222529関門

3160.377博多

1262.566佐世保

1559177長崎

1449.9437島原海湾

126044細島

1162.344鹿児島

1362.499那覇
3047156.9143755576668全水先区合計
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資料４ 
 

 

 

 

 

 

中小規模水先区における新規免許・ 

複数免許取得時の支援の評価 
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１．背景①（「水先人の安定的な確保・育成等について（第一次とりまとめ）」（H28.6.23）より）

中小規模水先区の志望者増のため、当該水先区の支援対象者に、海技振興センターが実施する水先人養成支援事業（一級及び
二級水先人）における養成手当を現行月額25万円に15万円を上乗せして、月額40万円を支給する。
なお、当該支援は当面、平成29年～31年の新規養成支援対象者に対し実施し、それ以降は、あらためてその継続の必要性につい
て検討する。

従来、複数免許を取得して派遣支援に協力する水先人に対して、連合会が、その養成に係る費用の支援を行ってきた。今後、派遣
支援増が見込まれることから、海技振興センターが新規免許取得者に対し行っている現行の水先人養成支援と同様の支援【月額25
万円】を、当該センターが行うこととする。
なお、当該支援は、平成28年度に開講する複数免許取得のための養成課程の受講者に対して実施し、当面、当該支援開始から３年
間程度実施し、それ以降は、あらためてその継続の必要性について検討する。

２．背景②（「水先人の安定的な確保・育成等について（第四次とりまとめ）」（R５.２.17）より）

(1) 新規免許関係（新規免許取得の支援の充実）

(2) 複数免許関係（複数免許取得のための養成への支援）

中小規模水先区における新規免許・複数免許取得者に対する支援の評価

②検討状況

③今後の対応と方向性

中小規模水先区における新規免許取得者及び複数免許取得者等の関係者に支援手当の必要性及び支援額の妥当性を確認
したところ、水先人関係者からは、現状維持でよいとの意見が出され、利用者（船社等）からは、特段の反対意見はな
かった。

②の検討状況を踏まえ、当該支援については現行と同様の支援を令和５年度から令和７年度までの３年間実施し、それ以
降は、改めてその継続の必要性について検討することが適当である。
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6人（31%）

6人（32%）

7人（37%）

なった 多少なった ならなかった

12人（52%）

3人（13%）

8人（35%）

適当 不適当 意見なし

19人（83%）

4人（17%）

必要 不要 どちらでもよい

①

（１） 新規免許関係（Ｒ４～Ｒ６年度の中小規模水先区の免許取得者２１名)

(2) 複数免許関係(Ｒ４～Ｒ６年度の複数免許取得者２３名)

３．支援手当の受給者等へのアンケート結果概要（R７年９～10月実施）

① ２１人中１５人(７１%)が養成手当の上乗せが必要と回答
② 上乗せが必要と回答した１５人中１３人(８７%)が志望水先区検討の判断材料となったと回答
③ ２１人中１３人(６２%)が上乗せ額は適当と回答

① ２３人中１９人(８３％)が養成手当を受け取る仕組みが必要と回答
② 養成手当を受け取る仕組みが必要と回答した１９人中１２人(６３％)が免許を取得する判断材料となったと回答
③ ２３人中１２人(５２％)が養成手当額は適当と回答

中小規模水先区における新規免許・複数免許取得者に対する支援の評価

15人（71%）
1人（5%）
2人（10%）

3人（14%）

必要 不要 どちらでも良い わからない

養成手当の上乗せの必要性①

13人（62%）
8人（38%）

適当 不適当 意見なし

③ 上乗せ額（+15万円/月）は適当か

7人（47%）
6人（40%）

2人（13%）

なった 多少なった ならなかった

上乗せが志望水先区を検討する
判断材料となったか
②

養成手当を受け取る仕組みの
必要性

手当が免許を取得する判断材料と
なったか

手当額（25万円/月）は適当か③②
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４．過去3年間の中小水先区における新規1・２級水先人の応募状況と複数免許取得状況

中小規模水先区における新規免許・複数免許取得者に対する支援の評価

※備考：
○新規の人数は募集年
度に基づき集計
○複数の件数は免許取
得年度に基づき集計
○太字の数字は応募者
数が募集人数を満た
したもの

応募者数募集人数水先区 R6R5R4R6R5R4
-01-11釧路
-2--1-苫小牧
101111室蘭
10-11-函館
010111小樽
--1--1八戸
10-21-仙台湾
100111秋田船川
-00-11酒田
100111小名浜
11-11-鹿島
3--1--新潟
-1--1-七尾
-00-11田子の浦
--2--1清水
--1--1舞鶴
--1--1和歌山下津
-30-11小松島
-12-11博多
10-11-佐世保
00-11-長崎
-1--1-島原海湾
2-21-1那覇
121011121714合計

〇新規一級水先人

応募人数募集人数水先区 R6R5R4R6R5R4 --0--1小樽 -0--1-留萌 --2--1秋田船川
2--1--島原海湾
202112合計

〇新規二級水先人

免許取得者数水先区 R6R5R4
-1-釧路
-11函館
-1-小樽
1--留萌
-11仙台湾
-1-酒田
1--小名浜
--1鹿島
--1新潟
--2田子の浦
--1清水
1--境
1-2小松島
--1博多
-1-佐世保
121長崎
1--島原海湾
-1-細島
6911合計

○複数免許取得件数
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中小規模水先区における新規免許・複数免許取得時の
支援手当の見直しの方向性（案）

中小規模水先区における新規免許取得者及び複数免許取得者を対象に支援手当の
必要性及び支援額の妥当性に関する調査を実施したところ、現状の額が「適当」または
「意見なし」とする回答が多かった。

水先人関係者及び利用者（船社等）に対し、見直しの方向性について確認したところ、
水先人関係者からは、現状維持でよいとの意見が出され、利用者（船社等）からは、特
段の反対意見はなかった。

現 状 分 析

見直しの方向性

当該支援については、現行と同様の支援を令和８年度から令和10年度までの３年間実
施することとしてはどうか。
それ以降は、改めてその継続の必要性について検討することとしてはどうか。
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資料５ 
 

 

 

 

 

 

 

第五次とりまとめ（案） 
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水先人の安定的な確保・育成等について 

（第五次とりまとめ）(案) 

 

令和８年２月 26 日 

水先人の人材確保・育成等に関する検討会 

 

Ⅰ.はじめに 

水先制度は、船舶交通の輻輳する港や交通の難所とされる水域（全国 34 水先

区）において、船舶を嚮導することにより、船舶の交通の安全を確保するための

制度であり、その担い手である水先人は、海運の現場を支える重要な役割を担っ

ている。 

国土交通省海事局では、水先人を安定的に確保・育成するための取組を進めて

おり、平成 27 年４月、学識経験者、関係団体等から成る「水先人の人材確保・

育成等に関する検討会」（以下「検討会」という。）を設置し、団塊世代等の水先

人の大量廃業による後継者不足や、中小規模水先区及び内海水先区における一

級水先人の応募者不足をはじめとした様々な課題への対策等について検討を行

ってきた。 

その結果について、第６回検討会（平成 28 年６月 23 日開催）において「水先

人の安定的な確保・育成等について（とりまとめ）」（第一次とりまとめ）、第 11

回検討会（平成 29 年９月 14 日開催）において「第二次とりまとめ」、第 15 回検

討会（令和２年５月 28 日開催）において「第三次とりまとめ」、第 21 回検討会

（令和５年２月 17 日開催）において「第四次とりまとめ」としてとりまとめた。 

第 24 回検討会（令和８年２月 26 日開催）においては、「第四次とりまとめ」

において定められた「水先人の安定的な確保のための二級及び三級水先人の養

成定員」及び「中小規模水先区対策（新規免許・複数免許取得者の増加対策（新

規免許・複数免許取得時の支援手当））」の見直しについて検討を行った。 

そこでの議論を踏まえ、本検討会として以下のとおり施策の方向性をとりま

とめることとした。 

 

Ⅱ．各課題の検討結果  

１．水先人の安定的な確保のための二級及び三級水先人の養成定員の見直し 

(1) 現状と課題  

 平成 25 年の「水先レビュー懇談会取りまとめ」においては、その当時、

一級水先人の廃業者が多く見込まれる一方、当面はその参入予想者が極めて

少ない時期を迎えることから、水先業務体制の維持を図るため、一定規模の

二級及び三級水先人を継続的に確保する必要があるとされた。他方、将来の

水先業務量は不確定要素も多く明確な予測が困難であるとされた。 

このような状況から、二級及び三級水先人の養成規模については、当面５

年程度（平成 27 年度～平成 31 年度）、二級水先人を毎年５人、三級水先人
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を毎年 10 人とする規模が適当であるとされた。 

令和２年の「第三次とりまとめ」においては、一級水先人の廃業予定者は、

年齢構成からみて、令和元年度から令和５年度にかけ非常に多くなり、水先

人の総数は、この間で最も減少する見込みである一方、その後増加に転じる

ことが予想されたことから、令和２年度から令和４年度までの３年間、二級

水先人は毎年５人、三級水先人は毎年５人＋α （α は５人以下の範囲内で、

毎年、一級水先人の応募状況を確認し決定）とし、令和５年度以降の養成定

員については、令和５年度までに見直しを検討することとした。 

また、今後数年間の水先人の減少に対応するため、水先人が不足すると考

えられる水先区に対し、近隣水先区等からの派遣支援を確実に実施し、水先

業務を維持する必要があるとされた。 

令和５年の「第四次とりまとめ」においては、「第三次とりまとめ」の際

の一級水先人に関する予想について検証したところ、予想に比べて廃業者は

増加し、参入者は減少したことや、一級水先人の廃業予定者は、年齢構成か

らみて、令和４年度から令和８年度にかけ引き続き多くなる見込みであり、

水先人の総数は、この間で最も減少することが予想された。 

このため、今後 10 年間の一級水先人の廃業予定者及び参入見込者を算出

し、雇用船員が二級及び三級水先人を目指して途中で退職することによる船

社の経営への影響を踏まえつつ、水先業務を適切かつ円滑に遂行するために

必要な養成定員として、令和５年度から令和７年度までの３年間、二級水先

人は毎年２人、三級水先人は毎年２人＋α （α は３人以下の範囲内で、毎

年、一級水先人の応募状況を確認し決定）とし、令和８年度以降の養成定員

については、令和８年度までに見直しを検討することとされた。 

また、今後数年間の水先人の減少に対応するため、水先人及び利用者（船

社等）は、船舶の安全及び運航能率を確保した確実な応召体制を構築するた

めに協力するとともに、水先人が不足すると考えられる水先区に対し、近隣

水先区等からの派遣支援を確実に実施し、水先業務を維持する必要があると

された。 

(2) 検討状況 

「第四次とりまとめ」の際の一級水先人に関する予想について、令和４年

度から令和６年度の実績を元に検証したところ、予想に比べて廃業者は増

加し、参入者は減少した。また、一級水先人の人数は令和５年度から令和６

年度にかけて最も減少したが、年齢構成から見て、令和８年度以降は廃業予

定者が減少することが予想される。 

これらを踏まえ、今後 10 年間の一級水先人の廃業予定者及び参入見込者

を算出し、水先業務を適正かつ円滑に遂行するために必要な二級及び三級水

先人の養成定員について検討を行った。 

   その結果、一級水先人について、令和８年度以降は廃業予定者の減少が予

想されるものの、参入者はこれまでの実績からみると安定していないこと、

就業年数は二級及び三級水先人と比べて短いと思われることから、水先人を
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将来にわたり安定的に確保していくという水先制度の趣旨を踏まえ、引き続

き二級及び三級水先人を複数人養成していく必要があるとの結論に至った。 

 (3) 今後の対応と方向性 

以上の検討を踏まえ、令和８年度から令和 10 年度までの３年間の養成定

員については、現行と同様、二級水先人は毎年２人、三級水先人は毎年２人

＋α （α は３人以下の範囲内で、毎年、一級水先人の応募状況を確認し決

定）とする。ただし、上記期間中において、一級水先人の応募者数が募集定

員を下回り、水先人の確保に支障が生ずる事態が発生した場合は、改めて二

級及び三級水先人の養成定員の増員を検討することができることとする。な

お、令和 11 年度以降の養成定員については、令和 10 年度までに見直しを検

討することとする。 

また、水先人及び利用者（船社等）は、引き続き、船舶の安全及び運航能

率を確保した確実な応召体制の構築に向けた協力を実施するとともに、水先

人が不足すると考えられる水先区に対し、近隣水先区等からの派遣支援を確

実に実施し、水先業務を維持する必要がある。 

 

２．中小規模水先区対策（新規免許・複数免許取得者の増加対策（新規免許・ 

複数免許取得時の支援手当の見直し）） 

(1) 現状と課題 

後継者確保が厳しい状況にある中小規模水先区における水先人不足に対

応するため、平成 28 年の「第一次とりまとめ」に基づき開始され、現在は

「第四次とりまとめ」に基づき、以下のとおり中小規模水先区の新規免許取

得者及び複数免許取得者に対する支援が行われている。 

イ．新規免許関係（新規免許取得の支援の充実） 

中小規模水先区の志望者を増加させるため、当該水先区の新規免許

取得者に対して、(一財)海技振興センターが実施する水先人養成支援

事業（一級及び二級水先人）における養成手当として、月額 40 万円を

支給している（参考：中小規模水先区以外は月額 25 万円）。 

ロ．複数免許関係（複数免許取得のための養成への支援の充実） 

複数免許を取得して派遣支援に協力する水先人に対して、(一財)海

技振興センターが水先人養成支援として月額 25 万円を支給している。 

なお、「第四次とりまとめ」において、これらの支援については令和５年

度から令和７年度までの３年間実施し、それ以降は、改めてその継続の必要

性について検討することとされている。 

(2) 検討状況 

中小規模水先区における新規免許取得者及び複数免許取得者等の関係者

に支援手当の必要性及び支援額の妥当性を確認したところ、水先人関係者

からは、現状維持でよいとの意見が出され、利用者（船社等）からは、特段

の反対意見はなかった。 

(3) 今後の対応と方向性 
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以上の検討を踏まえ、当該支援については現行と同様の支援を令和８年

度から令和 10 年度までの３年間実施し、それ以降は、改めてその継続の必

要性について検討することが適当である。 

 

Ⅲ．おわりに 

本検討会は、平成 27 年以降の約 10 年間に大量の水先人の廃業及び後継者不

足が見込まれる状況にある中、応募者不足が深刻な中小規模水先区等における

後継者の確保に向けて、検討を行ってきた。大量廃業の時期は終了しつつあるが、

今後も、関係者において、『Ⅱ．課題の検討結果』中に掲げた「今後の対応と方

向性」に従い、実施していくことが適当であり、次回以降の本検討会において必

要に応じてフォローアップを行うとともに、引き続き水先人の安定的な確保・育

成に向けて必要な検討を進めていくこととする。 

40


